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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高炉により銑鉄を製造する製鉄プロセスから排出された二酸化炭素を含有する気体から
二酸化炭素の一部または全部を回収し、
　当該回収された二酸化炭素を、ＣＯ２フリーエネルギーを使用する還元反応により固体
炭素からなる炭素源と酸素とを生成し、
　当該生成された炭素源を、二酸化炭素を含有する気体を排出した前記製鉄プロセスにお
いて還元材料として使用することを特徴とする製鉄方法。
【請求項２】
　前記還元反応が電気分解反応である、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ＣＯ２フリーエネルギーが高温ガス炉を熱源とするガスタービン発電システムによ
り生産される、請求項１記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二酸化炭素の排出が削減された製鉄方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業のみならず人類の生活において炭素は燃料源、材料・機能材として最も普遍的で重
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要なエネルギー媒体・素材である。人類の持続的な産業・社会生活の形成のためには、炭
素の安定な供給と利用が必須である。
【０００３】
　しかしながら、地球環境保全のために二酸化炭素（ＣＯ２）の排出削減が必要とされ、
このことが炭素利用の制限に直結すると、産業活動維持のための炭素利用が困難になる。
一方、炭素の安定な供給は現状、緊急の課題にはなっていないが、日本では炭素は多くを
輸入に依存しているため、潜在的な課題として位置づけられる。このように、炭素の供給
と利用を安全に保障することが現代社会における重要な課題になっている。
【０００４】
　例えば、製鉄システムでは原料である酸化鉄を還元して銑鉄を製造するための製銑工程
において、エネルギー源や還元材の多くを炭素に依存している。製鉄用エネルギーの約７
割が製銑工程で消費されていることから、これまでも省エネルギーの観点から様々な取り
組みが成されてきており、それらの成果は二酸化炭素の排出削減にも結びついてきた（例
えば、非特許文献１）。
【０００５】
　しかしながら、二酸化炭素の排出に関して、炭素利用の制限を実現する手段が限定され
てきている中で、より多量の二酸化炭素の排出量削減が必要とされると、炭素利用の制限
は、生産量の削減による他はなくなる。このことは、鉄鋼業活動が縮小するという困難な
課題を招来する。
【０００６】
　こうした課題に対して、酸化鉄の還元材として水素を活用することにより、炭素の使用
量を下げて二酸化炭素の排出量を削減する技術や、排出された二酸化炭素を化学的または
物理的に固定する技術が開発されてきている。これらのような開発中の技術は大きな可能
性を有する一方で、コスト負担を含めて技術的に不確定な要素も有する。
【０００７】
　前述した２技術について言えば、還元材としての水素活用は、還元性改善による製銑工
程の機能改善の可能性を有する。しかしながら、この技術は従来とは異なる反応制御手段
の開発を必要とする。
【０００８】
　二酸化炭素の固定は、実用化できれば多くの産業における二酸化炭素の排出削減に適用
できる。しかしながら、炭素供給と利用を安全に保障する観点からは、この技術は、二酸
化炭素の排出を削減すること以外の理由で炭素利用の削減が求められた場合までの問題を
解決するものではない。
【０００９】
　このような分野では相互補完的な多様な技術開発が望まれる。ここで、発明者の１人は
、非特許文献２において、能動的な炭素循環エネルギーシステム（Ａｃｔｉｖｅ　Ｃａｒ
ｂｏｎ　Ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓｙｓｔｅｍ，以下、「ＡＣＲＥＳ」と称
する。）を提案した。
【００１０】
　ＡＣＲＥＳとは、システム内から排出される二酸化炭素を回収し、回収された二酸化炭
素を、システム外からの入力エネルギーにより、炭化水素など炭素を含む他の物質（炭素
媒体）に変換して入力エネルギーの一部を蓄積し、その炭素媒体が二酸化炭素等に戻る際
のエネルギー出力を利用するシステムである。このシステムが適切に成立すれば、炭素は
システム内を循環再利用されることなる。このため、システム外に二酸化炭素を排出する
ことなくシステム外から入力されたエネルギーをシステム内に供給することが可能となっ
て、ＣＯ２の排出削減と炭素供給安全保障の両立というジレンマの解決に大いに資するこ
となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
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【非特許文献１】清水正賢ら、鉄と鋼 Vol.92(2006) No.12, p.694-702
【非特許文献２】加藤之貴、伝熱Vol.48,No.203,2009年４月p.34-39
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記したような現状を踏まえ、本発明は、製鉄システムから二酸化炭素の排出を削減す
るに際して、現在の製鉄プロセスの反応、ひいては操業に対する影響を最小限にするとと
もに、製鉄システム全体での炭素利用を削減することによって、二酸化炭素排出を削減す
る方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するために本発明者らが鋭意検討した結果、ＡＣＲＥＳを製鉄システ
ムに適用することにより、二酸化炭素／一酸化炭素や二酸化炭素／固体炭素の循環システ
ムが実現可能であるという知見を得た。
【００１４】
　すなわち、自然の植物界では、太陽エネルギーによりカーボンニュートラルとして炭素
循環系が存在するが、酸化鉄を還元して還元鉄や溶銑を生産する製鉄プロセスから排出さ
れる二酸化炭素を、原子力エネルギー、太陽光、風力等の再生可能エネルギーに代表され
るエネルギー（エネルギーを生成する過程において二酸化炭素を生成しないことから、本
発明において「ＣＯ２フリーエネルギー」という。）を利用して、電気分解反応、熱化学
反応等の還元反応によって一酸化炭素および／または固体炭素からなる炭素源に転換し、
これを再び製鉄プロセスに利用することにより、二酸化炭素を系外に排出することなく還
元鉄や溶銑を生産するシステムを構築することが実現される。
【００１５】
　上記知見に基づく本発明はその一態様として、高炉により銑鉄を製造する製鉄プロセス
から排出された二酸化炭素を含有する気体から二酸化炭素の一部または全部を回収し、当
該回収された二酸化炭素を、ＣＯ２フリーエネルギーを使用する還元反応により固体炭素
からなる炭素源と酸素とを生成し、当該生成された炭素源を、二酸化炭素を含有する気体
を排出した前記製鉄プロセスにおいて還元材料として使用することを特徴とする製鉄方法
である。
【００１７】
　・前記還元反応が、電気分解反応である。
【００１８】
　・前記ＣＯ２フリーエネルギーが高温ガス炉を熱源とするガスタービン発電システムに
より生産される。
　なお、本発明において「製鉄プロセス」とは、酸化鉄を還元するための材料である還元
材料を用いて酸化鉄を還元することにより、還元鉄や溶銑を製造するプロセスを意味する
。
【００１９】
　また、「炭素」とは、元素種としての炭素を意味し、「固体炭素」とは、実質的に炭素
のみからなる固体材料を意味する。そして、製鉄プロセスから排出された二酸化炭素を還
元して得られた一酸化炭素および／または固体炭素を「炭素源」と総称する。また、製鉄
プロセスにおいて酸化鉄の還元材料として使用される炭素を含む材料を「炭材」と総称す
る。
【００２０】
　さらに、本発明において「製鉄システム」とは、製鉄プロセスを含む複数のプロセスか
らなるプロセス群を意味する。本発明に係る製造方法を実施するための製鉄システムは、
製鉄プロセスおよび製鉄プロセスから排出された二酸化炭素を炭素源に再生する再生プロ
セスを少なくとも含む複数のプロセスからなるプロセス群であって、そのプロセス群を構
成する各プロセスは、製鉄システムから排出された二酸化炭素および再生プロセスにおい
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て生成した炭素源の少なくとも１つからなる炭素を有する物質（以下、「炭素物質」とい
う。）がプロセス群を構成する他のプロセスから入力され、炭素物質が入力したそのプロ
セスにおいて炭素物質の化学状態が変化し、その化学状態が変化した炭素物質の少なくと
も一部をプロセス群を構成するさらに他のプロセス（上記の炭素物質が入力したプロセス
に炭素物質を供給した前記他のプロセスであってもよい。）へと出力することにより、プ
ロセス群を構成する他のプロセスと炭素の循環系を構築している。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、製鉄システムからの二酸化炭素の排出を削減するに際して、製鉄プロセスか
ら排出された二酸化炭素を一酸化炭素および／または固体炭素に再生し、製鉄プロセスに
おける炭材（還元材料）として再び利用する。このため、本発明によれば、現在の製鉄プ
ロセスにおける反応炉内での反応、さらには操業形態をほとんど変更することなく、製鉄
システム外への二酸化炭素排出を大幅に削減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】高温ガス炉を用いた二酸化炭素電気分解による一酸化炭素（ａ）および炭素（ｂ
）の再生プロセスを概念的に示す図である
【図２】本発明に係る製造方法を実施するための製鉄システムの具体的な一例として、二
酸化炭素を排出する製鉄プロセスがシャフト型還元炉を用いて還元鉄を製造するプロセス
である製鉄システムの構成を概念的に示す図である。
【図３】本発明に係る製造方法を実施するための製鉄システムの具体的な別の一例として
、二酸化炭素を排出する製鉄プロセスが高炉を用いて溶銑を製造するプロセスである製鉄
システムの構成（右）を、従来技術に係る高炉による銑鉄製造プロセスの構成（左）とと
もに、概念的に示す図である。
【図４】比較例１に係る、シャフト型還元炉を用いた製鉄プロセスを概念的に示す図であ
る。
【図５】実施例１に係る、一酸化炭素再生プロセスおよびシャフト型還元炉を用いた製鉄
プロセスとからなる製鉄システムの構成を概念的に示す図である。
【図６】比較例２に係る高炉を用いた製鉄プロセスの構成（ａ）、および実施例２に係る
固体炭素再生プロセスおよび高炉を用いた製鉄プロセスとからなる製鉄システムの構成（
ｂ）を概念的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明を詳しく説明する。
　１．還元反応による一酸化炭素・固体炭素再生プロセスの検討
　二酸化炭素の還元反応による（ａ）一酸化炭素再生プロセス、および（ｂ）炭素再生プ
ロセスのそれぞれについて、高温ガス炉を用いた二酸化炭素電気分解反応を例として、所
要エネルギー収支を見積もった。
【００２４】
　このエネルギー収支の見積にあたり、後述するように７００℃以上の高温熱を安定的に
発生する能力を有することが好ましいことから、電気分解のための一次エネルギーの供給
源として、二酸化炭素を排出しないエネルギー源のうち、日本原子力研究所が設計をした
高温ガス炉ガスタービン発電システム（GTHTR300;國富ら、日本原子力学会和文論文誌，V
ol.1(2002), No.4, p352-360）を選択した。
【００２５】
　二酸化炭素を電気分解して一酸化炭素を生成させるプロセス（一酸化炭素再生プロセス
）では、下記式(1)の反応を進行させる。
　　CO2　→　CO　+　1/2 O2　　　　(1)
　電気分解により上記式(1)を進行させるには反応温度が高いほど所要電力量が低下する
こと、およびＣＯ２／ＣＯの反応平衡関係から７００℃以上とすることによりＣＯ生成が
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優位になることから、この一酸化炭素再生プロセスは高温で電気分解することが有効であ
る。そこで高温ガス炉からの高温出口ガスによって電気分解反応器を加熱し、電気分解反
応器加熱後の低温ガスをガスタービンに供して発電を行い、発生電気にて二酸化炭素電気
分解を行う、高温熱・電気併用一酸化炭素再生プロセス（以下、「熱・電併用一酸化炭素
再生プロセス」とも称する。)が有効である（Ｃａｓｅ１）。図１（ａ）にこの熱・電気
併用型の一酸化炭素再生プロセスを概念的に示した。熱・電併用一酸化炭素再生プロセス
の有効性を示すため、比較として電気分解反応器を加熱する操作のない二酸化炭素電気分
解による一酸化炭素再生プロセス（以下、「非加熱一酸化炭素再生プロセス」とも称する
。)をあわせて検討した（Ｃａｓｅ２）。
【００２６】
　一方、図１(ｂ)は、固体炭素（Ｃ）を再生すべく、下記式（2）の二酸化炭素電気分解
を行うプロセス（固体炭素再生プロセス）を概念的に示している。
　　CO2　→　C　+　O2　　　　(2)
　この固体炭素再生プロセス（Ｃａｓｅ３）は固体を生成するプロセスであるから、所要
電力量は反応温度にほとんど影響を受けない。このため、固体炭素の再生プロセスでは、
前述したＣａｓｅ１において行ったような反応器の加熱を行わず、Ｃａｓｅ２と同様の構
成とする。すなわち、高温ガス炉の熱は全量ガスタービン発電に利用され、発生した電気
により二酸化炭素電気分解による固体炭素の再生が行われる。
【００２７】
　所要エネルギー収支の見積を行うための計算の前提条件として、文献に基づき、原子炉
出力は６００ＭＷ－ｔｈｅｒｍａｌ、炉出口温度８５０℃、炉への戻り温度５８７℃とし
た。また、ガスタービンの発電効率は、図１（ａ）の場合には、タービン入口温度と環境
温度との温度差に一次比例すると仮定した。この仮定に基づき、ガス全量を発電に用いる
固体炭素再生プロセス（図１（ｂ））におけるガスタービンの発電効率を０．４５とした
。さらに、電気分解効率は固体炭素、一酸化炭素のいずれの場合についても０．９０とし
て、各Ｃａｓｅについて試算を行った。
【００２８】
　二酸化炭素電気分解反応の試算結果を表１に示す。なお、表１の単位表記において、e
は電気であることを、tは熱であることを示す。（例、MWt,MWe）また、以下の説明では特
に断らない限り熱を示すtは表記を省略する。
【００２９】
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【表１】

【００３０】
　Ｃａｓｅ１の熱・電併用一酸化炭素再生プロセスの場合には、高温ガス炉からの８５０
℃のガスを加熱器（二酸化炭素電気分解反応器の加熱）に用い、加熱器下流の余剰熱８０
８℃（Ｔｉｎｔ）を発電に用いるとして、二酸化炭素は４５．０ｋｇ－ＣＯ２／ｓ（１０
２３ｍｏｌ／ｓ）が処理され、一酸化炭素の製造速度は２８．６ｋｇ－ＣＯ／ｓ（１０２
３ｍｏｌ／ｓ）であった。
【００３１】
　Ｃａｓｅ２の単純電気分解の非加熱一酸化炭素再生プロセスの場合は、二酸化炭素は４
１．６ｋｇ－ＣＯ２／ｓ（９４５ｍｏｌ／ｓ）が処理され、一酸化炭素の製造速度は２６
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．５ｋｇ－ＣＯ／ｓ（９４５ｍｏｌ／ｓ）であった。
【００３２】
　一酸化炭素再生プロセスであるＣａｓｅ１および２を対比すると、Ｃａｓｅ１がＣａｓ
ｅ２よりも二酸化炭素処理速度が大きい。これは、電気分解が高温で行われるＣａｓｅ１
では、電気分解のための所要電力が低減され、その分より多くの二酸化炭素を再生処理で
きるためである。
【００３３】
　この点について以下にやや詳しく説明する。Ｃａｓｅ１では加熱器により高温ガス炉か
らの熱が一部吸収されることにより、Ｃａｓｅ１の発電効率はＣａｓｅ２に比べて９５％
（＝４２．７／４５）に減少する。しかしながら、Ｃａｓｅ１では電気分解が高温で行わ
れるため、必要とされる電力はＣａｓｅ２に比べて７４％（＝２１０．７／２８５．８）
に減少される。このため、反応全体としてはＣａｓｅ１の方がＣａｓｅ２よりも効率が高
くなる。
【００３４】
　このように、二酸化炭素電気分解による一酸化炭素再生プロセスでは、Ｃａｓｅ１の熱
・電併用一酸化炭素再生プロセスのほうが、Ｃａｓｅ２の非加熱一酸化炭素再生プロセス
よりも熱利用効率が高く、優れているといえる。すなわち、一酸化炭素再生プロセスでは
、一酸化炭素を生成する電気分解反応のための反応器を７００℃以上に加熱しながら電気
分解反応を行うことが好ましい。
【００３５】
　Ｃａｓｅ３の固体炭素再生プロセスの場合には、二酸化炭素は２７．１ｋｇ－ＣＯ２／
ｓ(６１６ｍｏｌ／ｓ)が処理され、固体炭素の製造速度は７．３９ｋｇ－Ｃ／ｓ(６１６
ｍｏｌ／ｓ)であった。この製造速度は上記の一酸化炭素の再生プロセスにおける一酸化
炭素の製造速度よりも遅いものの、固体炭素は一酸化炭素よりも二酸化炭素に戻る際のエ
ネルギー量が多いため、効率的な炭素媒体であるといえる。また、その性状が固体である
ことから取扱いが容易であり、保管性にも優れる。
【００３６】
　２．ＡＣＲＥＳの製鉄システムへの適用
　本発明では、上記の電気分解反応による炭素源（一酸化炭素および／または固体炭素）
の再生プロセスとこれに連結された製鉄プロセスを備える製鉄システムにより、システム
外への二酸化炭素の排出を抑制する。
【００３７】
　これまでに、ＣＯ２削減のため原子力水素製鉄が検討されている。原子力水素製鉄では
、原子力に基づく熱源により下記式(3)の反応を進行させ、その反応により得られた水素
を還元材料として鉄の原材料である酸化鉄を還元する。
【００３８】
　　H2O → H2+ 1/2 O2　　　　(3)
　原子力に基づく熱源の具体的な構成として、前述の高温ガス炉ガスタービン発電システ
ムにおいて用いられるような高温ガス炉型原子炉が例示される。水素の製造方法としては
、高温ガス炉からの高温熱（＜９５０℃）で水素を熱化学的に製造する方法、または一旦
発電を行い、水の電気分解で水素を製造する方法がある。
【００３９】
　しかしながら、水素による酸化鉄の還元は吸熱反応であるため、下記式(4)に示すよう
に、還元反応を継続的に進行させるためには熱的な補償を必要とする。
　　Fe2O3+3H2→2Fe+3H2O   ΔH=+95.5 kJ/mol-Fe2O3    (吸熱反応)    (4)
これに対して、下記式(5)に示すように、一酸化炭素によるＦｅＯの還元は発熱反応で、
自己発熱的に進行する。
【００４０】
　　Fe2O3+3CO→2Fe+3CO2 ΔH=-28.1 kJ/mol-Fe2O3    (発熱反応)    (5)
　これらの反応性については既知であり、通常の製鉄は一酸化炭素による還元製鉄、すな
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わち炭素系による還元が主体であり、水素による還元は補助的な反応に留まっている。
【００４１】
　通常製鉄では上記式(5)の進行に伴い生成する二酸化炭素を大気放出せざるを得ず、二
酸化炭素の発生量を削減することが大きな問題になっている。
　そこで、本発明に係る製鉄方法では、製鉄プロセスおよび炭素源の再生プロセスを最小
の構成要素とするシステムにおいて、製鉄プロセスから排出される二酸化炭素をＣＯ２フ
リーエネルギーを利用して、炭素源の再生プロセスによって炭素源（一酸化炭素および／
または固体炭素）に還元し、得られた炭素源の少なくとも一部、好ましくは全量を、酸化
鉄の還元を行う製鉄プロセスの炭材（還元材料）として再び使用する。
【００４２】
　このような製鉄方法を実施することにより、製鉄システム外への二酸化炭素の排出が削
減された、いわゆる炭素循環型エネルギーシステムを形成することが実現される。
　以下に本発明に係る方法について具体的に説明する。
【００４３】
　まず、本発明に係る製鉄方法において、二酸化炭素を排出する製鉄プロセスが還元炉を
用いて還元鉄を製造するプロセスである場合について、図２を参照しつつ説明する。
　図２は、本発明に係る製造方法を実施するための製鉄システムの具体的な一例として、
二酸化炭素を排出する製鉄プロセスがシャフト型還元炉を用いて酸化鉄を還元するプロセ
スである製鉄システムの構成を概念的に示す図である。
【００４４】
　上記のとおり、二酸化炭素は電気分解などの還元反応にて一酸化炭素に変換可能である
。そこで、図２に示されるように、高温ガス炉の熱を利用して発電し、発生した電力をも
とに還元反応の一例としての電気分解によって二酸化炭素から一酸化炭素を生成し、生成
した一酸化炭素を還元炉（シャフト炉）に供給する。一酸化炭素は酸化鉄の還元に利用さ
れ、二酸化炭素になる。排出された二酸化炭素を再び電気分解し、一酸化炭素を再生し、
還元炉に供給する。このように、還元炉による製鉄プロセスと一酸化炭素再生プロセスと
を組み合わせた製鉄システムとすることにより、二酸化炭素をシステム外に排出すること
なく、還元炉を用いて還元鉄を製造することが可能になる。
【００４５】
　図２に示されるように、シャフト炉内では、上記式(5)の反応が進行し、酸化鉄の還元
が進行する。
　しかしながら、炉内に供給された一酸化炭素の全てがこの反応に関与するわけではない
ため、シャフト炉内には、図２に示されるように過剰の一酸化炭素が供給される。その過
剰な一酸化炭素は酸化鉄の還元反応に関与することなくそのまま排出される。このため、
シャフト炉からの排出ガスは一酸化炭素と二酸化炭素との混合気体となる。この混合気体
を一酸化炭素と二酸化炭素とに分離し、このうち二酸化炭素を、一酸化炭素再生プロセス
（Ｃａｓｅ１または２）により一酸化炭素に再生する。そして、これを上記の分離された
一酸化炭素と混合すれば、シャフト炉において必要とされる一酸化炭素を全量確保するこ
とができる。
【００４６】
　この製鉄システムは、従来の一酸化炭素を用いた製鉄プロセスをそのまま使用し、一酸
化炭素再生プロセスを追加するだけで完成される。このため、製鉄プロセス側に技術障壁
が低く、導入が容易である。一酸化炭素再生プロセスとの親和性が特に高い製鉄プロセス
として、天然ガスを改質することにより得られた一酸化炭素（ＣＯ）および水素（Ｈ２）
を用いて還元鉄を製造するＭＩＤＲＥＸ法形式の還元製鉄が挙げられる。
【００４７】
　次に、本発明に係る製鉄方法において二酸化炭素を排出する製鉄プロセスが高炉を用い
て溶銑を製造するプロセスである場合について、図３を参照しつつ説明する。
　図３は、本発明に係る製造方法を実施するための製鉄システムの具体的な別の一例とし
て、二酸化炭素を排出する製鉄プロセスが高炉を用いて溶銑を製造するプロセスである製
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鉄システムの構成（右）を従来技術に係る高炉による銑鉄製造プロセスの構成（左）とと
もに、概念的に示す図である。
【００４８】
　図３左に示される従来技術に係る高炉による銑鉄製造プロセスでは、還元材料となる炭
材として固体材料が使用され、その供給方法として、炉頂からのコークス装入および羽口
から微粉炭（粉砕された石炭）吹き込みが採用されている。
【００４９】
　一般的な高炉による製鉄プロセスでは、微粉炭吹き込みを多く採用する場合でも、その
比率はコークス３：微粉炭２程度である。この点に関し、図３では、炭材の供給量は銑鉄
１ｔｏｎを生成するに必要な量で示されており、具体的にはコークスが０．３ｔｏｎ、微
粉炭が０．２ｔｏｎである。高炉による製鉄プロセスの特質から、炉頂からのコークス装
入を上記の比率よりも低下させることは容易でない。
【００５０】
　図３右に示されるように、高炉を用いる製鉄プロセスと上記の固体炭素再生プロセスと
を組み合わせ、高炉から排出された二酸化炭素を固体炭素再生プロセス（図３では、再生
のための還元反応の一例として電気分解反応を採用した場合が示されている。）に供給す
ることにより、高炉から排出された二酸化炭素を固体炭素へと再生することが実現される
。そして、酸化鉄を還元する炭材（還元材料）の一部としてこの再生された固体炭素を使
用する、具体的には、固体炭素を微粉炭の代替の炭材として高炉の羽口から吹き込むこと
により、高炉から排出された二酸化炭素に含まれる炭素を全て高炉に再び使用することが
実現される。なお、高炉では固体炭素は羽口前で一酸化炭素まで燃焼後、その顕熱で還元
された鉄を加熱、溶解するとともに、シャフト部で鉱石を還元する機能を有する。
【００５１】
　以上説明したように、高炉による製鉄プロセスと固体炭素再生プロセスとからなる製鉄
システムでは、二酸化炭素の排出量を抑制し、原理的には高炉から排出された二酸化炭素
に含まれる炭素を全量高炉にて再使用することが可能である。
【００５２】
　ここで、上記の製鉄システムでは、製鉄プロセスと炭素源の再生プロセスとが連結され
ることにより二酸化炭素の排出量を削減するシステムが形成されているが、さらに多くの
プロセスを組み合わせて二酸化炭素の排出量を削減するシステムとしてもよい。
【００５３】
　例えば、高炉を用いる製鉄プロセスでは多くの炭材が使用されている。しかしながら、
炭材の反応効率が１００％でないこと、二酸化炭素以外のガスを生成する反応も生じるこ
となどの理由により、製鉄プロセスから排出されるガスには一酸化炭素や水素など利用可
能な成分が多く含まれている。このため、製鉄所内では、製鉄プロセスから排出されるガ
スを所内における各種加熱炉等の燃料として利用して、最終的な燃焼排ガスとして二酸化
炭素の含有量が高いガスを排出している。そこで、上記の製鉄プロセスと固体炭素の再生
プロセスとからなるシステムを拡張して、このような加熱炉等を用いた燃焼プロセスをも
包含した構成のシステムとすることが考えられる。この場合には、加熱炉等からの最終的
な排ガスも炭素源の再生プロセスに供給され、固体炭素を再生することができる。また、
一酸化炭素再生プロセスをもこのシステムの構成要素のひとつとして追加し、排出される
二酸化炭素の一部をこの一酸化炭素再生プロセスに供給して一酸化炭素を再生すれば、こ
れを他のプロセス（加熱炉など）で使用される炭素の供給源として使用することも可能で
ある。この他のプロセスで一酸化炭素は二酸化炭素に変換され、その二酸化炭素は固体炭
素再生プロセスまたは一酸化炭素再生プロセスに再び供給されて炭素源として再生される
。このように製鉄システム内の炭素の循環経路を拡張したり複数の経路としたりすること
で、システムからの二酸化炭素の排出抑制を高度に実現することが可能となる。
【実施例】
【００５４】
　二酸化炭素電気分解プロセスによる一酸化炭素再生プロセスとシャフト還元炉とを用い
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た還元鉄製造を、シャフト還元炉数学モデルにより検討した（実施例１）。シャフト還元
炉の操業条件を表２に示す。比較例１は現状において実施されている天然ガス改質ガスを
還元ガスとした場合である。本発明の実施例１は、還元ガスを一酸化炭素（ＣＯ）のみと
した場合である。シャフト還元炉は表２に示す寸法、具体的には炉高９．０ｍ、炉径４．
６ｍ、有効炉容積は１５０ｍ３である。原料は表２に示す性状の通常の焼結鉱である。操
業条件として、炉頂圧は常圧（絶対圧力０．１０１３ＭＰａ）であり、送風温度は９００
℃、送風原単位は１５００Ｎｍ３／ｔである。シャフト還元炉を用いた還元鉄製造の実施
例１では、特に断らない限り、「ｔ」は製造された還元鉄１ｔｏｎ当たりの原単位である
ことを示す。
【００５５】
【表２】

【００５６】
　検討結果として、比較例１のプロセスフローを図４に、実施例１のプロセスフローを図
５に、比較例１と実施例１の比較を表３に示す。
【００５７】
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【表３】

【００５８】
　比較例１では、図４に示されるように、シャフト還元炉における物質収支は系全体の物
質収支と一致している。還元鉄１ｔｏｎ生産のために、一酸化炭素４５０Ｎｍ３／ｔ，水
素６７５Ｎｍ３／ｔで、９００℃の還元ガスを必要とする。さらに、天然ガス改質ガスで
あるために、二酸化炭素２２５Ｎｍ３／ｔが還元用の入側ガスに含まれている。この条件
で操業することにより、還元率９６．３％で９００℃の還元鉄が生成され、二酸化炭素３
５７Ｎｍ３／ｔが排出される。なお、比較例１では還元反応効率（ガス利用率）を考慮し
ているので、炉出側ガス（排出ガス）には一酸化炭素および水素が含まれている。
【００５９】
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　これに対し、実施例１では、図５に示されるように、炉出側ガス（排出ガス）中の二酸
化炭素から一酸化炭素が再生される一酸化炭素再生プロセスを有するため、シャフト還元
炉と一酸化炭素再生プロセスとを合わせた系全体の物質収支が一致している。なお、本実
施例では再生のための還元反応の一例として電気分解反応が用いられている。酸化鉄から
還元鉄を生産するために、一酸化炭素１５００Ｎｍ３／ｔ、９００℃の還元ガスを必要と
する。シャフト還元炉内では炉内に供給された一酸化炭素を用いた酸化鉄の還元反応が生
じ、この反応により還元率１００％で還元鉄が生成され、二酸化炭素５２１Ｎｍ３／ｔお
よび一酸化炭素９７９．５Ｎｍ３／ｔが炉出側から排出される。そして、実施例１では、
一酸化炭素再生プロセスにおいて、排出された二酸化炭素から一酸化炭素５２１Ｎｍ３／
ｔが再生される。この再生プロセスに使用される電力は４９０１（=521×210.7/22.4）Ｍ
Ｊｅ／ｔであり、再利用する一酸化炭素と再生された一酸化炭素の加熱に２９８ＭＪ／t
を要する。
【００６０】
　このように排出された二酸化炭素から一酸化炭素が再生されるため、還元鉄を生産した
ことによって排出された物質から、あらたに還元鉄を生産するために必要な量の一酸化炭
素（１５００Ｎｍ３／ｔ）を全量再生することができる。すなわち、実施例１に係る還元
炉は炭素循環型の製鉄プロセスを実現可能であり、具体的には、ひとたび還元鉄を生産す
るために炭素源（一酸化炭素）を供給すれば、原理的には追加の炭材（一酸化炭素）を必
要とすることなく継続的に還元鉄を生産することが実現されうる。
【００６１】
　なお、この再生プロセスでは酸化鉄由来の酸素（Ｏ２）も生成されるが、シャフト還元
炉ではこの生成された酸素は使用されない。生成された酸素は系出側からシステム外に排
出され、任意のプロセスにおいて適宜使用することができる。
【００６２】
　続いて、二酸化炭素電気分解による炭素再生プロセスおよび高炉を用いた炭素循環型溶
銑製造の実施例を、高炉数学モデルにより検討した。高炉の操業条件を表４に示す。表４
の操業条件に一致するように、装入物、送風量等の操業諸元を算出した。比較例２は現状
実施されている微粉炭吹き込み操業の例であり、この操業例では石炭を粉砕して得られる
微粉炭を羽口から吹き込む炭材として使用する。本発明の実施例２では二酸化炭素から再
生された固体炭素を羽口から吹き込む炭材として使用する。
【００６３】
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【表４】

【００６４】
　検討結果として、比較例２および実施例２のプロセスフローを図６に、操業結果を表５
に示す。高炉を用いた溶銑製造の実施例では、特に断らない限り「ｔ」は製造された溶銑
１ｔｏｎ当たりの原単位であることを示す。
【００６５】
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【表５】

【００６６】
　比較例２は現状のプロセスであるので、比較例１の場合と同様に、高炉における物質収
支は系全体の物質収支と一致している。高炉で溶銑を製造するために、表４に示される炭
材であるコークス３００ｋｇ／ｔ（炭素換算で２６１ｋｇ／ｔ）を炉頂より装入し、表４
に示される炭材である微粉炭２００ｋｇ／ｔを羽口より吹き込む。したがって、羽口から
は、炭素１６２ｋｇ/ｔ、水素１３．６ｋｇ／ｔ（微粉炭由来の水素１０．２ｋｇ／ｔ＋
送風湿分由来の水素３．４ｋｇ／ｔ）が吹き込まれていることになる。高炉内における還
元反応の結果、二酸化炭素３５３Ｎｍ３／ｔが排出される。なお、還元反応効率（ガス利
用率、５０％）を考慮しているので、炉出側ガス（排出ガス）には未反応の一酸化炭素や
水素も含まれている。
【００６７】
　図６中右に示されるように、実施例２では炉出側ガス（排出ガス）中の二酸化炭素から
固体炭素が再生される炭素再生プロセスを有するので、高炉と炭素再生プロセスとを合わ
せた系全体の物質収支が一致している。なお、実施例２でも再生のための還元反応の一例
として電気分解反応が用いられている。
【００６８】
　溶銑１ｔｏｎ生産のために、炉頂よりコークス２７２ｋｇ／ｔ（炭素換算で２４２ｋｇ



(15) JP 5482802 B2 2014.5.7

10

20

／ｔ）を装入し、炭素１９３ｋｇ／ｔ相当の炭料の羽口吹込みを必要とする。これらの炭
材を還元材料とする酸化鉄の還元反応が高炉内で生じ、炭素含有量４．８質量％の溶銑１
５００℃が生成され、二酸化炭素３６１Ｎｍ３／ｔが炉出側から排出される。排出された
二酸化炭素３６１Ｎｍ３／ｔから炭素再生プロセスにより固体炭素１９３ｋｇ／ｔが再生
される。この再生プロセスに使用される電力として７０６２（=361×438.2/22.4）ＭＪｅ
/ｔが必要とされる。
【００６９】
　前述したように、高炉法では羽口から吹き込める炭材は炉内に供給される全ての炭材の
多くても約４割程度に留まっている。しかしながら、高炉内の反応平衡によりＣＯとＣＯ

２とはほぼ当量排出されるため、高炉から排出されるガス中に含まれるＣＯ２は炭素を含
む気体成分（ＣＯ、ＣＯ２）の約半分となる。また、供給された炭材に含まれる炭素のう
ち相当量の炭素が溶銑中に含有される。したがって、炉頂から投入されたコークスに由来
する炭素は全量ＣＯまたは溶銑に含まれる炭素となり、羽口から吹き込んだ炭材は全量Ｃ
Ｏ２になるとする質量収支が高炉において成立する。このことは、排出された二酸化炭素
から電気分解によって再生した固体炭素を羽口から吹き込む炭材として全量使用できる可
能性があることを示している。
【００７０】
　すなわち、実施例２において検討されたシステムのように二酸化炭素の電気分解による
炭素再生プロセスを高炉と組み合わせることにより、一酸化炭素（および水素）ガスの発
生炉としての機能を高炉に有させつつ、二酸化炭素を排出することのない製鉄システムを
構築できる。
【００７１】
　なお、この再生プロセスでは酸化鉄由来の酸素（Ｏ２）も生成されるが、この酸素（Ｏ

２）は、一部は高炉の羽口からの吹き込みに使用することも可能である。あるいは、系出
側から系外に排出され、任意のプロセスにより適宜使用することができる。また、高炉か
ら排出されるガスは一酸化炭素（ＣＯ）や水素（Ｈ２）が含まれているため、実施例２お
よび比較例２のいずれについても他のプロセスに使用可能であるが、実施例２に係るガス
には二酸化炭素（ＣＯ２）が含まれていないため、ガスの単位体積あたりのカロリーが高
くなる。



(16) JP 5482802 B2 2014.5.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 5482802 B2 2014.5.7

【図５】 【図６】



(18) JP 5482802 B2 2014.5.7

10

フロントページの続き

    審査官  酒井　英夫

(56)参考文献  加藤之貴，炭素循環型製鉄システムの可能性，材料とプロセス，日本，２００９年　３月　１日
              ，Vol.22 No.1，Page.338
              加藤之貴，能動的な炭素循環エネルギーシステムの可能性検討，伝熱，日本，２００９年　４月
              ，Vol.48 No.203，Page.34-39

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２１Ｂ　　５／００－５／０６，１３／００－１３／１４，
              Ｆ２７Ｄ　１７／００，
              ＪＳＴＰｌｕｓ（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

